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ヘリサット携帯移動地球局の無線設備の特性試験方法 

 
回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の特性試験方法 

 
 

 

 

 

証明規則第２条第１項第３０号の３ 
 
 
 
 
 
 
 

この特性試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（平成

１６年総務省令第２号）別表第一号一（３）の規定に基づく特性試験の試験方

法を定める告示（平成１６年告示第８８号）第２項に規定する届出及び公表の

ために作成されたものである。 

平成３０年５月９日 ２．０版 

株式会社ディーエスピーリサーチ 
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改版情報 

版数／年月日 内容 備考 

初版 

平成30年4月13日 

平成23年5月25日省令改正に伴い、登録証明機関が臨時に定め

る暫定試験方法として定める。 
 

2.0版 

平成30年5月9日 

環境試験に係る記載内容の見直し及び表紙タイトルを簡易な

タイトルに変更 
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一 一般事項 
１ 試験場所の環境 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ８７０３による常温５～３５℃の範囲、常湿４５～８５％（相

対湿度）の範囲内とする。 

（２）認証における特性試験の場合 

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。 

詳細は各試験項目を参照 

 

２ 電源電圧 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 

（２）認証における特性試験の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±１０％を供給する。但し次の場合を除く。 

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±１０％変動したときにおける受験機器の無線部

（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±１％以下であることが確認できた場合。

この場合は定格電圧のみで試験を行う。 

イ 電源電圧の変動幅が±１０％以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計と

なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて

いる場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 

 

３ 試験周波数と試験項目 

（１）受験機器の発射可能な周波数が３波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施す

る。 

（２）受験機器の発射可能な周波数が４波以上の場合は、上中下の３波の周波数で全試験項目につ

いて試験を実施する。 

 

４ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、

測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。 

 

５ 測定器の精度と較正等 

（１）試験値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は較正されたもの

を使用する必要がある。 

（２）測定用スペクトルアナライザはデジタルストレージ型とする。 

 

６ 本試験方法の適用対象 

（１） 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。 

（２） 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。 

ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 

イ 連続送信状態、又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能 

ウ 試験しようとする周波数を設定して送信する機能 

エ 試験用の変調設定ができる機能及び変調停止できる機能を有することが望ましい 

オ 標準符号化試験信号（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｏ．１５０による９段ＰＮ符号または 15 段ＰＮ符

号）等による変調 

（注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。） 

 

７ その他 

本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的
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に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。 
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二 振動試験 
１ 測定系統図 

 
 

２ 受験機器の状態 

（１）振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定

して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）受験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等により、振動試験機の振動板に固

定する。 

（２）振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数

及び方向は、ア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。 

ア 全振幅３ｍｍ、最低振動数から毎分５００回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ

１５分間（振動数の掃引周期は１０分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分５００

回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、１５分間で１.５周期の

振動数の掃引を行う。） 

（注）最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数（ただし毎分３００回以下）とする。 

イ 全振幅１ｍｍ、振動数毎分５００回から１８００回までの振動を上下、左右及び前後のそ

れぞれ１５分間（振動数の掃引周期は１０分とし、振動数を掃引して毎分５００回→毎

分１８００回→毎分５００回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、１５分間

で１.５周期の振動数の掃引を行う。） 

（３）振動試験は上記（２）に関わらず、次の条件でも良い。 

ア 別図１に示すCurves F の条件で３０分間の振動を加える。 

イ 別図１に示すCurves F１ の条件で１８０分間の振動を加える。 

（４）上記（２）の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。 

ただし、（３）の条件で振動試験を行った場合は、（３）ア及びイの条件で振動を加えた後、

規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。 

(５)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

 

４ 補足説明 

（１）本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 

（２）移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載

されている場合には、本試験項目は行わない。 
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三 温湿度試験 
１ 測定系統図 

 
 

２ 受験機器の状態 

（１）規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器

を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作

確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）低温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を低温（０℃、－１０℃、－２０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設

定する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。 

エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（２）高温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を高温（４０℃、５０℃、６０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ

常湿に設定する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。 

エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（３）湿度試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を３５℃に、相対湿度９５％又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。 

イ この状態で４時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないこと

を確認した後、規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。 

エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

 

４ 補足説明 

（１）本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 

（２）常温（５℃～３５℃）、常湿（４５％～８５％（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用

される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。 

（３）使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭

く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載さ

れている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。 
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（４）常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３（１）から（３）の範囲に該当しないものは

温湿度試験を省略できる。 

（５）一筐体に収められていない無線装置（屋外設置部と屋内設置部に分離される等）であって、

かつそれぞれの装置の温湿度性能が異なる場合（周波数の偏差の測定に必要な場合に限る。）

は、それぞれの装置について個別に温湿度試験を実施するものとする。 
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四 周波数の偏差 
１ 測定系統図 

 
接続器具は、送受信分波器、各種導波管（ＷＧ）変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）周波数計には、一般にカウンタ又はスペクトルアナライザを使用する。 

（２）周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の１／１０以下の確度とする。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）指定のチャネルに設定して、送信する。 

（２）変調は、無変調を原則とするが、それができない場合は通常の使用状態とする。 

（３）連続（バースト又はパケットでなく）送信モードとする。 

 

４ 測定操作手順 

受験機器の周波数を測定する。 

 

５ 結果の表示 

結果は、測定値をＧＨｚ単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分

率（１０-6）の単位で（＋）または（－）の符号を付けて表示する。 

 

６ 補足説明 

ＩＤＵは室内ユニット、ＯＤＵは屋外ユニットの略である。 
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五 占有周波数帯幅 
１ 測定系統図 

 
 接続器具は、各種同軸導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）使用する擬似信号発生器は規定伝送速度に対応した標準符号化試験信号を発生する信号源と

する。ただし、内蔵の擬似信号発生器がある場合は、これを使用することができる。 

（２）スペクトルアナライザの設定を次のように行う。 

中心周波数 使用帯域の中心周波数 

掃引周波数 幅許容値の約２～３．５倍 

分解能帯域幅 許容値の３％以下 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

（バースト波の場合、１サンプル当たり１バーストが

入ること） 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

（３）スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）指定のチャネルに設定して送信する。 

（２）変調は、擬似信号発生器又は受験機器内蔵の信号源によって規定の変調を行う。 

  なお、伝送速度が最大となる変調状態とする。 

（３）占有周波数帯幅が最大となるようなバースト送信状態（注１）とする。 

注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も短い時間に設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（２）とする。 

（２）表示に変化が認められなくなるまで掃引を繰返した後、全データ点の値をコンピュータの配

列変数に取り込む。 

（３）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（４）全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。 

（５）最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％になる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」として記憶する。 
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（６）最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％になる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」として記憶する。 

 

５ 結果の表示 

占有周波数帯幅は、（「上限周波数」－「下限周波数」）として求め、ＭＨｚの単位で表示す

るとともに、技術基準の計算式で求めた許容値も併記する。 

 

６ 補足説明 

占有周波数帯幅の技術基準（電波法関係審査基準）では、「変調方式の種別ごとに、次式によ

り求める値以下であること。ただし、これにより難い場合は、この限りではない。」と規定され

ている。 

技術基準に明記されていない変調方式を用いる場合は、占有周波数帯幅の妥当な計算結果等を明

記した資料を提出すること。 
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六 スプリアス発射又は不要発射の強度 
１ 測定系統図 

 
注１ 接続器具は、各種同軸導波管変換器等である。 

注２ コンピュータは、振幅の平均値を求める場合に使用する 

 

２ 測定器の条件等 

（１）擬似負荷（減衰器）の周波数特性は、３０ＧＨｚ以上のものが適当である。 

 

スプリアス領域における不要発射の強度 

（２）スプリアス領域における不要発射探索時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 （注３） 

分解能帯域幅 １０ｋＨｚ（注４） 
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注５） 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上（例１００１点） 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 
注３ 不要発射の探索は、３０ＭＨｚ（ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７

倍）から搬送波周波数の２倍以上までの周波数（例３０ＭＨｚから２９ＧＨｚ）とする。た

だし、必要周波数帯幅（注６）が３００ｋＨｚ未満の場合搬送波周波数±７５０ｋＨｚ、必

要周波数帯幅が３００ｋＨｚ以上２５０ＭＨｚ以下の場合搬送波周波数±（２．５×必要周

波数帯幅）、必要周波数帯幅が２５０ＭＨｚ超えの場合搬送波周波数±（１．５×必要周波

数帯幅＋２５０ＭＨｚ）の範囲を除く。 

注４ 掃引時間を短縮するため、分解能帯域幅を３０ｋＨｚ又は１００ｋＨｚとしてもよい。 

注５ バースト波の場合、掃引時間短縮のため「（掃引周波数幅（ＭＨｚ）÷分解能帯域幅（ＭＨ

ｚ））×バースト周期（ｓ）」で求まる時間以上であれば掃引時間として設定してもよい。 

（３）スプリアス領域における不要発射振幅測定時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにす

る。 

中心周波数 不要発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅 ０Ｈｚ 

分解能帯域幅 ３ｋＨｚ（注６） 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 
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入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引モード 単掃引 

検波モード サンプル 
注６ 分解能帯域幅を４ｋＨｚに設定できる場合は、４ｋＨｚとする。 

 

帯域外領域における不要発射の強度 

（４）帯域外領域における不要発射探索時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 （注７） 

分解能帯域幅 ３ｋＨｚ（注８） 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上（例１００１点） 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

注７ 必要周波数帯幅内の最大点及び不要発射の探索は、必要周波数帯幅が３００ｋＨｚ未満の場

合搬送波周波数±７５０ｋＨｚ、必要周波数帯幅が３００ｋＨｚ以上２５０ＭＨｚ以下の場

合搬送波周波数±（２．５×必要周波数帯幅）、必要周波数帯幅が２５０ＭＨｚ超えの場合

搬送波周波数±（１．５×必要周波数帯幅＋２５０ＭＨｚ）の範囲とする。 

注８ 分解能帯域幅を４ｋＨｚに設定できる場合は、４ｋＨｚとする。 

（５）帯域外領域における不要発射振幅測定時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

中心周波数 必要周波数帯幅内最大点及び不要発射周波数 

（探索された周波数） 

掃引周波数幅 ０Ｈｚ 

分解能帯域幅 ３ｋＨｚ（注９） 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引モード 単掃引 

検波モード サンプル 

注９ 分解能帯域幅を４ｋＨｚに設定できる場合は、４ｋＨｚとする。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）指定のチャネルに設定して、連続送信モードで送信する。 

（２）変調は、擬似信号発生器又は受験機器内蔵の信号源によって規定の変調を行う。 

  なお、伝送速度が最大となる変調状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

スプリアス領域における不要発射の強度 

（１）スぺクトルアナライザの設定を２（２）として、掃引し不要発射を探索する。 

（２）掃引時間を短縮するため、分解能帯域幅を１００ｋＨｚとし探索した値が許容値を満足する

場合は、求めた振幅値を測定値としても良い。許容値を超えた場合は、許容値を超えた周波

数を中心として、分解能帯域幅を３０ｋＨｚ、１０ｋＨｚと狭くして測定する。 

（３）探索した不要発射の振幅値が許容値を満足する場合は２（３）の測定は行わず、求めた振幅

値を測定値とする。 

（４）探索した不要発射の振幅値が、許容値を超えた場合、スぺクトルアナライザの周波数の精度
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を高めるため、掃引周波数幅を１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚ及び１ＭＨｚと順次狭くして、そ

の不要発射周波数を正確に求める。次に、スぺクトルアナライザの設定を上記２（３）とし、

不要発射の振幅の平均値を求める。 

（５）不要発射が３ｋＨｚより広帯域の場合は（４）で求めた値に１．２５ｄＢ加算する。不要発

射帯域が３ｋＨｚ以下の場合及び２（３）で分解能帯域幅を４ｋＨｚとした場合は（４）で

求めた値を測定値とする。 

 

帯域外領域における不要発射の強度 

（６）スぺクトルアナライザの設定を２（４）として、掃引し必要周波数帯幅内の最大点及び不要

発射を探索する。 

（７）探索した不要発射の振幅値が許容値より１２ｄＢ以上低い値を満足する場合は２（５）の測

定は行わず、求めた振幅値と必要周波数帯幅内の最大点との比を用い測定値とする。 

（８）探索した不要発射の振幅値が、許容値より１２ｄＢ以上低い値を超えた場合、スぺクトルア

ナライザの設定を上記２（５）とし、（６）で求めた必要周波数帯幅内の最大点の値を測定

する。次に許容値を超えた周波数において、不要発射の振幅の平均値を求め、ここで求めた

必要周波数帯幅内の最大点の値との比を用い測定値とする。 

 

５ 結果の表示 

スプリアス領域における不要発射の強度 

（１）減衰比で表示する場合は、不要発射電力の最大の１波を、搬送波振幅（スペクトルアナライ

ザで測定した基本周波数の平均電力）に対する不要発射振幅の比を用いて、ｄＢ単位で周波

数とともに表示する。 

（２）電力で表示する場合は、不要発射電力の最大の１波を、予め測定した空中線電力測定値（基

本周波数の平均電力）に上記の減衰比を用いて算出し、μＷ単位で周波数と共に表示する。 

帯域外領域における不要発射の強度 

（３）４で求めた不要発射電力の内、許容値に対しマージンが最も少ない１波を、必要周波数帯幅

における４ｋＨｚ当たりの最大電力密度に対する不要発射振幅の比として、ｄＢ単位で周波

数とともに表示する。 

  なお、分解能帯域幅を４ｋＨｚ以外として測定した場合は、分解能帯域幅の値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７倍から測定する

こととしている。しかしながら、カットオフ周波数の０．７倍を超える周波数であっても導

波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明され

れば、その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（２）第２高調波によるスプリアスの測定時においてダイナミックレンジが不足する場合、スペク

トルアナライザの入力端に導波管の低域遮断特性を利用したハイパスフィルタ回路を形成し、

基本波入力を抑圧することも考えられる。 

（３）必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の技術基準の値とする。 

（４）不要発射の探索において精度を高めて測定する場合には、２（２）、（４）の掃引周波数幅

を（データ点数×分解能帯域幅）に分割して設定することができる。 

（５）５（３）において、不要発射電力の内、許容値に対しマージンが最も少ない１波を、必要周

波数帯幅における４ｋＨｚ当たりの最大電力密度に対する不要発射振幅の比として、ｄＢ単

位で表示するとしているが、技術基準の許容値が曲線で規定される帯域においては、許容値

に対し最も余裕のない１波を表示する。 
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七 空中線電力の偏差 
１ 測定系統図 

 
接続器具は、分波器、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。 

（２）減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力を与える値とする。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定する。 

（２）変調は、通常の使用状態とする。（標準符号化試験信号等を用いて変調する。） 

（３）連続送信モードに設定して送信する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）高周波電力計の零調を行う。 

（２）高周波電力計で測定する。連続波の場合は平均電力とし、バースト波にあってはバースト内

平均電力を測定する。バースト波の場合の測定手順は以下の通りとする。 

（３）バースト波電力（ＰＢ）をバースト繰り返し周期よりも十分大きい時定数の電力計で測定す

る。 

（４）バースト内平均電力（Ｐ）を次式によって算出する。 

Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ）ここで、 

Ｔ＝バースト繰り返し周期 

Ｂ＝バースト長 

５ 結果の表示 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、定格（工事設計書に記載される）空中線電力に対す

る偏差を（％）単位で（＋）又は（－）の符号をつけて表示する。 

 

６ 補足説明 

測定系統は、同軸導波管変換器でなく方向性結合器による方式でも良い。 
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八 副次的に発する電波等の限度 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）測定対象が低レベルであるため、擬似負荷（減衰器）の減衰量は２０ｄＢ程度以下にする。 

（２）副次的に発する電波の探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 （注１） 

分解能帯域幅 周波数が１ＧＨｚ未満のとき １００ｋＨｚ 

周波数が１ＧＨｚ以上のとき １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 
データ点数 ４００点以上 

掃引モード 単掃引 

検波モード ポジティブピーク 
注１ 副次的に発する電波の探索は、３０ＭＨｚ（ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波

数の０．７倍）から搬送波周波数の２倍以上までの周波数（例３０ＭＨｚから２９ＧＨｚ）

とする。 

（３）副次的に発する電波の振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

中心周波数 探索された周波数 

掃引周波数 ０Ｈｚ 

分解能帯域幅 周波数が１ＧＨｚ未満のとき １００ｋＨｚ 

周波数が１ＧＨｚ以上のとき １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

データ点数 ４００点以上（例１００１点） 

掃引モード 単掃引 

検波モード サンプル 
 

３ 受験機器の状態 

（１）指定のチャネルに設定する。 

（２）送信を停止し、連続受信状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（２）とし、副次発射の振幅の最大値を探索する。 

（２）探索した結果が許容値の１／１０以下の場合、探索値を測定値とする。 

（３）探索した結果が許容値の１／１０を超えた場合、スペクトルアナライザの中心周波数の設定

精度を高めるため、周波数掃引幅を１０ＭＨｚ及び１ＭＨｚのように分解能帯域幅の１０倍

程度まで狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記

２（３）とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。 
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５ 結果の表示 

（１）許容値の１／１０以下の場合は最大の１波を周波数とともにｎＷ又はｐＷ単位で表示する。 

（２）許容値の１／１０を超える場合はすべての測定値を周波数とともにｎＷ単位で表示し、かつ

電力の合計値をｎＷ単位で表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）副次的に発する電波の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７倍か

ら測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の０．７倍を超える周波数で

あっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られること

が証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（２）スペクトルアナライザの感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用することができる。 
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九 総合動作試験（軸外輻射電力） 
１ 測定系統図（空中線の各角度における絶対利得の測定） 

 
２ 測定器の条件等 

（１）受験空中線と試験用矩形ホーンを距離Ｒ≧２Ｄ²／λ（Ｄ：受験空中線の開口径、λ：波長）

に配置し、両空中線の主ビーム軸が一致するように正対させる。 

（２）置換用空中線は空中線の絶対利得が較正されたものを用いる。 

（３）受験機器を回転台上に設置する。 

（４）試験用信号は無変調とする。 

（５）スペクトルアナライザの設定条件は次のとおり。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数 ０Ｈｚ 

分解能帯域幅 １０ｋＨｚ程度 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール なるべく１０ｄＢ／Ｄｉｖ 

掃引モード 連続掃引 

検波モード ポジティブピーク 
 

３ 受験機器の状態  

（１）受験空中線を分離して標準信号発生器に接続できる状態とする。 

（２）偏波面は、受験用機器の使用状態と同様にする。 

（３）受験機器空中線が円偏波で、測定用空中線及び置換用空中線として直線偏波の空中線を用い

る場合は、４（１）キの補正を行うこと。 

 

４ 測定操作手順 

（１）空中線絶対利得の測定 

ア 回転台に受験空中線（標準信号発生器に接続）を設置して測定用空中線（スペクトルアナ

ライザに接続）の高さと方向を対向させ、主輻射方向０度におけるスペクトルアナライ

ザの受信電力が最大となるように、受験空中線及び測定用空中線の高さと方向を微調整

する。 

イ スペクトルアナライザの受信レベルが無信号時のノイズレベルに対して十分高い値とな

るように標準信号発生器の出力レベルを調整して、回転台の角度が０度方向のときのス

ペクトルアナライザの受信レベルを測定する。 

ウ （＋）方向に回転台を回転させ、１０度までは１度以下のステップでスペクトルアナライ

ザの受信レベルを測定する。１０度から１８０度までは、２０度以下のステップでスペ
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クトルアナライザの受信レベルを測定する。（測定値は、回転台が０度方向のときの受

信レベルとの相対値で良い。 

エ （－）方向においてもウの手順と同様にスペクトルアナライザの受信レベルを測定する。 

オ 標準信号発生器に接続された受験空中線を置換用空中線に置き換え、測定用空中線の高さ

と方向を対向させ、主輻射方向０度におけるスペクトルアナライザの受信レベルが最大

となるように、置換用空中線及び測定用空中線の高さと方向を微調整する。 

カ 標準信号発生器の出力をイと同レベルとして、スペクトルアナライザの受信レベルを測定

して、その受信レベルの差から主輻射方向０度における受験空中線の絶対利得を求める。 

キ 受験機器空中線が円偏波で、測定用空中線及び置換用空中線として直線偏波の空中線を用

いた場合は、カで求めた絶対利得の値に３ｄＢ加算する。 

ク カの結果からウ及びエで測定を行った回転台の各角度に対する受験空中線の絶対利得（Ｇ

a（θ））ｄＢｉを求める。 

（２）最大電力密度の測定 

ア 測定系統図 

 
イ 測定器の条件等 

（ア）送信機出力端からスペクトルアナライザまでの伝送損失（使用周波数における）を求

めておく。 

（イ）スペクトルアナライザの設定条件は次のとおりとする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 主要スペクトルを含む範囲 

分解能帯域幅 ４０ｋＨｚに最も近い値 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール なるべく５ｄＢ／Ｄｉｖ以下 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 単掃引 

検波モード ポジティブピーク 

 
（ウ）最大電力密度測定時のスペクトルアナライザの設定条件は次のとおりとする。 

中心周波数 探索された最大電力密度の周波数 

掃引周波数幅 ０Ｈｚ 

分解能帯域幅 ４０ｋＨｚに最も近い値 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール なるべく５ｄＢ／Ｄｉｖ以下 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 単掃引 
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検波モード サンプル 
ウ 受験機器の状態 

（ア）試験周波数（中央のチャネル）に設定する。 

（イ）変調は、通常の使用状態とする。（標準符号化試験信号等を用いて変調する。） 

（ウ）連続送信モードに設定して送信する。 

エ 測定操作手順 

（ア）スペクトルアナライザの設定をイ（イ）として、最大電力密度の周波数を探索する。 

（イ）スペクトルアナライザの設定をイ（ウ）（スペクトルアナライザの中心周波数の設定

は、（ア）で探索された最大電力密度の周波数とする。）として、最大電力密度の測

定をする。 

（ウ）スペクトルアナライザの分解能帯域幅が４０ｋＨｚ以外の場合は、オに示す方法を用

いて（イ）の最大電力密度の測定値を４０ｋＨｚ当たりの電力に換算する。 

オ 測定値の補正 

分解能帯域幅が４０ｋＨｚ（－３ｄＢ帯域幅）以外の場合は次の方法で４０ｋＨｚ当た

りの電力に換算する。受験機器の通常の使用状態で変調をした電波を送出し、分解能帯域

幅を４０ｋＨｚの前後に数点変化し帯域幅対電力の変化曲線を求め、これから４０ｋＨｚ

相当の補正係数を得て、最大電力密度を算出する。この補正係数は、一般に帯域幅に正比

例するとされているが、実際は変調信号の性質によって変化するので、補正は実測値によ

る方法とする。 

 

５ 軸外輻射電力の算出 

上で求めた４０ｋＨｚ帯域幅当たりの最大電力密度（Ｐd ）ｄＢＷと空中線の回転台の各角度

に対する受験空中線の絶対利得（Ｇ a（θ））ｄＢｉから、軸外輻射電力（Ｐ off ）ｄＢＷを次

式で算出する。Ｐ off ＝Ｐd ＋Ｇa（θ） （ｄＢＷ） 

 

６ 結果の表示 

測定結果は表にするか又は技術基準のマスクを入れた図表（参考図１参照）とするとともに、

良、否で表示する。 

 

７ 補足説明 

（１）測定は、連続送信モードで、中央のチャネルで行う。 

（２）受信レベルの測定においてダイナミックレンジが不足する場合は、専用受信機等を用いて測

定を行っても良い。 

（３）受験空中線の指向特性の測定（受験空中線の各角度における絶対利得の測定）を行う場合、

例えば擬似的地板の設置等の影響を考慮する必要がある。 

（４）測定が不可能な場合には、登録証明機関及び登録点検事業者又は、これら以外の者が測定し

たデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。 
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十 総合動作試験（監視・制御機能等） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）総合動作試験装置は、制御携帯基地地球局相当の機能を模擬する制御機能を持ち、受験機器

の制御機能を試験する装置である。 

（２）受験機器の空中線電力を測定するため、予め方向性結合器及び擬似負荷等の減衰量（挿入損

失）を測定し、測定系の較正を行う必要がある。 

 

３ 受験機器の状態 

受験機器は通常使用状態（制御携帯基地地球局の制御信号によって制御されている状態）に設

定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）受験機器を連続受信可能状態とする。 

（２）総合動作試験装置より制御信号を送出するまでは、受験機器が送信動作をしないことを、ス

ペクトルアナライザ等を用いて確認する。 

（３）総合動作試験装置より制御信号（受験機器に使用する周波数及び電力の値に設定する。）を

送出する。 

（４）（３）で設定した周波数及び輻射する電力の値に対して、設定値通り受験機器が送信動作を

していることを、スペクトルアナライザ及び電力計を用いて確認する。 

（５）総合動作試験装置の制御信号を含む電波を停止して、受験機器が自動的に電波の発射を停止

することをスペクトルアナライザ等を用いて確認する。 

（６）再び総合動作試験装置より制御信号（（３）で設定した周波数及び電力の値と異なる値に設

定する。）を送出する。 

（７）（６）で設定した周波数及び輻射する電力の値に対して、設定値通り受験機器が送信動作を

していることを、スペクトルアナライザ及び電力計を用いて確認する。 

（８）受験機器を擬似故障状態（例えば受験機器の回路の一部の接続を外す等）とし、受験機器が

自動的に電波の発射を停止することをスペクトルアナライザ等を用いて確認する。また、障

害発生を検出する機能の動作を確認する。 

 

５ 結果の表示 

結果は良又は否で表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）総合動作試験装置が準備できない場合には、登録証明機関及び登録点検事業者又は、これら

以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。 

（２）受験機器を擬似故障状態とできない場合は、書面にて当該機能の確認を行う。 
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（３）総合動作試験に定められている他の試験項目（自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転

翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能及び自機の機体に電波を輻射しないよう、自

動的に電波の発射を停止する機能）は、書面にて確認を行う。 
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参考図１ 帯域外領域の不要発射マスク 

（例： 必要周波数帯幅７．８ＭＨｚ内に均一なスペクトル分布の場合） 
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